
教科書制度等について

－225－

　教科書とは「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれ

らに準ずる学校に置いて、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教

材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定

を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」とされています。（教科書

の発行に関する臨時措置法第2条）

　教科書には、文部科学省の検定を経た教科書と、文部科学省が著作の名義を有す

る教科書があり、学校教育法第34条には、小学校においては、これらの教科書を使

用しなければならないと定められています。この規定は、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用されます。

（1）教科書の定義

（2）教科書の種類と使用義務
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①各教育委員会等への教科書見本の送付上限部数、送付時期

②採択関係者への教科書見本の献本や貸与の禁止

③検定申請本等の営業活動への使用や、採択関係者その他の第三者への提供・開示の

　禁止

④採択関係者等を教科書採択の勧誘を目的とした宣伝活動等へ従事させることの制限

⑤採択期間中における講習会又は研修会等の主催や関与の禁止

⑥採択関係者の自宅訪問の禁止

⑦採択の勧誘を目的とした金銭等の供与やその申出の禁止

⑧他の発行者やその教科書の内容に関する誹謗中傷の禁止
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　申請者は、文部科学省が申請図書の検定審査の結果を公表するまでは、当該申請図書並びに当該申

請図書の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知された文書について、そ

の内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう適切に管理しなければならない。
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